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 過労運転・ワンマン運行の是正を 
バス部会が国交省要請 安全対策と労働環境改善求める 

 

 自交総連バス部会は５月13日、衆議院第二議員会館・面談室で国交省交渉を実施し

ました。 

 バス部会石垣会長（本部副委員長）と東北・関西・福岡から６人、本部から庭和田

委員長、髙城書記長、内田常執が参加しました。交渉では、各地方の参加者が路線バ

スや貸切バス等で起きている安全問題や労働実態を訴え、改善を求めました。 

  

 
国交省と交渉するバス部会の仲間（左） 

 

「安全を確保できない事業者を排除 更新制で約２割が退出」 

【2026.５.13 国交省交渉（バス部会）】 

国 交 省 池澤裕介自動車局旅客課課長補佐、黒崎光太郎自動車局安全政策課専門 

     官、杉本英江観光庁旅行業務適正化指導室主査他２人 

自交総連 石垣会長他９人 

要請事項 回答要旨 

１. 貸切バスの規制緩和政策を根本から

見直し、とくに重大事故を引き起こし

貸切バス事業者の更新制により安全性を

審査することで、約２割の事業者が更新で
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てきた零細悪質事業者の参入を未然

に防ぐため、参入規制を強化するこ

と。 

きずに退出している。 

安全を確保できない事業者は是正および

排除している。 

２. 貸切バスの公示運賃を確保するた

め、旅行業者による大幅な手数料

（キックバック）の収受など不当な取

引の実態を把握して、公示運賃を遵守

しない旅行業者・バス事業者を厳重に

処分すること。 

旅行業者による過度な手数料は、安全コ

ストを圧迫し、安全を阻害する要因になる

と認識している。また、事業者自身が払え

る手数料割合を理解できていない場合も多

い。 

現在、事業者に原価報告書の提出を義務

付け、安全の阻害とならない範囲の手数料

の把握に努めさせている。 

観光庁としても、手数料の実態把握と監

視をすすめており、悪質な旅行業者には監

査を実施する。 

３. 公示運賃の原価算定について、運転

者の人件費は、全職種平均給与月額と

バス運転者平均給与月額の差額の和

半を加えたものとしているが、全職種

平均給与時間給と同額に改め、手数料

等の実態も算定基準に加えて改定す

ること。 

2025年の公示運賃改定では、運転者賃金

について『全産業平均賃金』を原価算定に

反映させた。旅行会社への手数料も原価に

含めており、今後２年ごとに実態を見直す

ことを考えている。 

４．貸切バス適正化機関の事前通知によ

る巡回指導では悪質事業者の摘発は難

しく、貴省職員による抜打ち監査で悪

質事業者を一掃するために、監査要員

の増員を行うこと。 

 

 

 

――磐越道で事故を起こした事業者につ

いては、巡回監査で手配書などを点検

していればレンタカー使用など事前に

把握できたはずだ。 

  料金を値切るのは学校関係が多い。

安全にはコストがかかるのを理解して

いない。監査をしっかり行って欲しい。 

2016年１月の軽井沢事故以降、処分基準

の厳格化を図ってきている。 

悪質事業者への重点監査や厳格処分をす

すめており、今後も監査強化と法令違反事

業者の是正および排除を行っていく。 

監査体制は、2002年の108人体制から現在

は437人まで増員している。 

 

要望は受けとめる。 

５．ワンマン運行では対応できない運転

者の急病や事故、火災が発生しており、

安全確保の観点から、保安要員（バス

ガイド・車掌）を乗務させるよう運輸

規則第15条を改正すること。 

 また、消火器・緊急表示灯の点検、

緊急時の避難訓練を義務化すること。 

 

現行制度では原則ワンマン運行を認めて

いるが、道路状況等を勘案し、危険が存在

する運行には、車掌乗務が必要とされてい

る。トラブルや運転者の体調異変による運

行中止等の判断などに対応できるよう、営

業所に運行管理者を常駐させることになっ

ている。 

緊急時の対応として、消火器・緊急表示



26年第12号            自交労働者情報             2026.６.８ (3) 

 

 

 

 

――運転者の健康状態の悪化などで緊急

時には緊急非常ブレーキを引くことに

なっているが、乗客は寝ていることも

多く、ガイドがいない場合、誰がブレー

キを引くのか。 

灯の点検や避難訓練、テロ対策については、

2023年に作成したマニュアル等で対応を求

めている。 

 

気が付いた添乗員あるいは乗客に引いて

もらうしかない。 

６．貸切バス・高速乗合バスの交替運転

者配置基準を走行距離500km（回送を

含み、一般道は２倍換算）、夜間運行

は距離にかかわらず運転者２人制に

改定すること。 

国交省は、2013年から交替運転者配置基

準を導入し、過労運転防止に取り組んでい

る。併せて運行管理体制の整備も義務付け

ている。 

事業者団体や労働者団体等の関係者を通

じて広く現場の声を聴き、安全確保に努め

ていく。 

７．自動車運転者の労働時間等の改善基

準告示について、厚生労働省と連携し

て、バスの部分は以下の内容に改定さ

れること。 

 ①拘束時間＝１日13時間以内、１か月

240時間以内とすること。 

 ②休息期間＝「11時間以上与えるよう

努める」を「11時間以上与えること」

にすること。 

 ③運転時間＝「２日を平均して９時間、

４週を平均して1週間当たり40時

間」を「１日７時間以内」とするこ

と。 

 ④連続運転時間＝４時間を２時間以内

とし、１回につき15分以上の休憩を

確保すること。 

 ⑤連続乗務日数＝原則昼行連続５日、

最大６日、夜行を含む場合は連続５

日まで、夜行連続乗務回数は連続２

夜までとすること。 

 ⑥休日日数＝昼行のみの場合は４週６

休以上、夜行を含む場合は４週８休

以上、年間休日120日以上とするこ

と。 

 

――通勤時間等もあり４時間程度の睡眠 

しか取れない実態があり「９時間休息 

では足りない」強く改善を求めたい。 

改善基準告示の改定は、厚労省の審議会

で決定され2024年から適用されている。 

「運転者の健康確保は重要」であり、実

施後３年を目途に実態調査を踏まえ見直し

を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのような実態があることは受けとめ

る。 
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